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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像データを表示することが可能であり、かつ当該映像データと同じ映像データを表示
可能な他の通信端末装置と通信可能に接続された通信端末装置の制御方法であって、
　前記通信端末装置及び前記他の通信端末装置が同一の映像データを表示中に、映像表示
をポーズする操作を受け付ける受付ステップと、
　ポーズする操作を受け付けた後、第１の画面静止時刻情報を生成する生成ステップと、
　前記第１の画面静止時刻情報に対応する時刻から映像データを記憶部に格納する記憶ス
テップと、
　前記他の通信端末装置と前記通信端末装置とが同じ静止画像を表示するために、前記第
１の画面静止時刻情報と画面のポーズを指示する画面静止コマンドとを前記他の通信端末
装置に送信する送信ステップと、
　前記他の通信端末装置が、前記他の通信端末装置で表示中の映像データの映像表示を、
前記画面静止コマンドに従ってポーズする時刻を示す第２の画面静止時刻情報を、前記他
の通信端末装置から受信する受信ステップと、
　前記第２の画面静止時刻情報で示された時刻が前記第１の画面静止時刻情報で示された
時刻と等しい時刻であり、かつ前記第２の画面静止時刻情報を受信した時刻が前記第１の
画面静止時刻情報で示された時刻よりも後の時刻である場合は、前記記憶部から前記第１
の画面静止時刻情報で示された時刻に対応する静止画像を取得して表示する制御を行い、
前記第２の画面静止時刻情報で示された時刻が前記第１の画面静止時刻情報で示された時
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刻よりも後の時刻である場合は、前記第２の画面静止時刻情報で示された時刻に対応する
静止画像を前記記憶部から取得して表示する制御を行う制御ステップ
とを有することを特徴とする通信端末装置の制御方法。
【請求項２】
　前記制御ステップは、前記第１の画面静止時刻情報で示された時刻までに前記第２の画
面静止時刻情報を受信した場合は前記記憶部に映像データを格納しないことを特徴とする
請求項１に記載の通信端末装置の制御方法。
【請求項３】
　映像データを表示することが可能であり、かつ当該映像データと同じ映像データを表示
可能な他の通信端末装置と通信可能に接続される通信端末装置であって、
　前記通信端末装置及び前記他の通信端末装置が同一の映像データを表示中に、映像表示
をポーズする操作を受け付ける受付手段と、
　ポーズする操作を受け付けた後、第１の画面静止時刻情報を生成する生成手段と、
　前記第１の画面静止時刻情報に対応する時刻から映像データを記憶する記憶部と、
　前記他の通信端末装置と前記通信端末装置とが同じ静止画像を表示するために、前記第
１の画面静止時刻情報と画面のポーズを指示する画面静止コマンドとを前記他の通信端末
装置に送信する送信手段と、
　前記他の通信端末装置が、前記他の通信端末装置で表示中の映像データの映像表示を、
前記画面静止コマンドに従ってポーズする時刻を示す第２の画面静止時刻情報を、前記他
の通信端末装置から受信する受信手段と、
　前記第２の画面静止時刻情報で示された時刻が前記第１の画面静止時刻情報で示された
時刻と等しい時刻であり、かつ前記第２の画面静止時刻情報を受信した時刻が前記第１の
画面静止時刻情報で示された時刻よりも後の時刻である場合は、前記記憶部から前記第１
の画面静止時刻情報で示された時刻に対応する静止画像を取得して表示する制御を行い、
前記第２の画面静止時刻情報で示された時刻が前記第１の画面静止時刻情報で示された時
刻よりも後の時刻である場合は、前記第２の画面静止時刻情報で示された時刻に対応する
静止画像を前記記憶部から取得して表示する制御を行う制御手段
とを有することを特徴とする通信端末装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記第１の画面静止時刻情報で示された時刻までに前記第２の画面静
止時刻情報を受信した場合は前記記憶部に映像データを格納しないことを特徴とする請求
項３に記載の通信端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信端末装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、動画データ及び音声データといったリアルタイム性を要求されるデータと、
静止画データ及び制御データといった転送の信頼性が要求されるデータを、混在した状態
で転送することが可能な高速デジタル通信技術が実現されている。そして、これらの通信
技術を使用して、従来、単独で又は機器独自の接続によって動作していた家庭内のオーデ
ィオ・ビジュアル（ＡＶ）機器及び家電機器を一つのネットワークに接続する要求が高ま
り、実現されている。
【０００３】
　さらには、テレビ電話等においても、通話相手と同じテレビ番組、即ち同じビデオコン
テンツを視聴しつつ、同時に視聴中の映画や番組に関する会話を楽しみたいという要求が
高まっている。
【０００４】
　制御コマンドの転送にはある程度の時間を要するため、テレビ電話等による通話相手と
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同じコンテンツを視聴中に、片方でコンテンツの一時停止を行なった時、双方をまったく
同じ位置で一時停止することは不可能であった。
【０００５】
　特許文献１には、番組に対する応答操作として、ユーザの応答操作時間情報を付加して
電話回線を通じて送信するように構成することにより、送信先で、複数のユーザの応答操
作時間を正確に識別可能としたものであるが、この構成は、上記課題を克服するものでは
ない。
【特許文献１】特開平７－２４５５９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　コンテンツのシーンの境付近で一時停止が行われた場合、一方ではシーンの切り替わり
前で一時停止し、他方ではシーンの切り替わり後で一時停止してしまうことが起こりうる
。このとき、双方で表示される画像が全く違うものとなってしまい、同じ番組を見ながら
、その番組に関する話題がずれたものになってしまう。
【０００７】
　また、記録媒体に記録されたコンテンツを再生する場合、機器毎に再生までに要する時
間が異なり、再生タイミングがずれてしまい、同じコンテンツを見ながら、その内容に関
する話題がずれたしまうことがある。
【０００８】
　本発明は、このような不都合を解消する通信端末装置及びその制御方法を提示すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る通信端末装置の制御方法は、映像データを表示することが可能であり、か
つ当該映像データと同じ映像データを表示可能な他の通信端末装置と通信可能に接続され
た通信端末装置の制御方法であって、前記通信端末装置及び前記他の通信端末装置が同一
の映像データを表示中に、映像表示をポーズする操作を受け付ける受付ステップと、ポー
ズする操作を受け付けた後、第１の画面静止時刻情報を生成する生成ステップと、前記第
１の画面静止時刻情報に対応する時刻から映像データを記憶部に格納する記憶ステップと
、前記他の通信端末装置と前記通信端末装置とが同じ静止画像を表示するために、前記第
１の画面静止時刻情報と画面のポーズを指示する画面静止コマンドとを前記他の通信端末
装置に送信する送信ステップと、前記他の通信端末装置が、前記他の通信端末装置で表示
中の映像データの映像表示を、前記画面静止コマンドに従ってポーズする時刻を示す第２
の画面静止時刻情報を、前記他の通信端末装置から受信する受信ステップと、前記第２の
画面静止時刻情報で示された時刻が前記第１の画面静止時刻情報で示された時刻と等しい
時刻であり、かつ前記第２の画面静止時刻情報を受信した時刻が前記第１の画面静止時刻
情報で示された時刻よりも後の時刻である場合は、前記記憶部から前記第１の画面静止時
刻情報で示された時刻に対応する静止画像を取得して表示する制御を行い、前記第２の画
面静止時刻情報で示された時刻が前記第１の画面静止時刻情報で示された時刻よりも後の
時刻である場合は、前記第２の画面静止時刻情報で示された時刻に対応する静止画像を前
記記憶部から取得して表示する制御を行う制御ステップとを有することを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る通信端末装置は、映像データを表示することが可能であり、かつ当該映像
データと同じ映像データを表示可能な他の通信端末装置と通信可能に接続される通信端末
装置であって、前記通信端末装置及び前記他の通信端末装置が同一の映像データを表示中
に、映像表示をポーズする操作を受け付ける受付手段と、ポーズする操作を受け付けた後
、第１の画面静止時刻情報を生成する生成手段と、前記第１の画面静止時刻情報に対応す
る時刻から映像データを記憶する記憶部と、前記他の通信端末装置と前記通信端末装置と
が同じ静止画像を表示するために、前記第１の画面静止時刻情報と画面のポーズを指示す
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る画面静止コマンドとを前記他の通信端末装置に送信する送信手段と、前記他の通信端末
装置が、前記他の通信端末装置で表示中の映像データの映像表示を、前記画面静止コマン
ドに従ってポーズする時刻を示す第２の画面静止時刻情報を、前記他の通信端末装置から
受信する受信手段と、前記第２の画面静止時刻情報で示された時刻が前記第１の画面静止
時刻情報で示された時刻と等しい時刻であり、かつ前記第２の画面静止時刻情報を受信し
た時刻が前記第１の画面静止時刻情報で示された時刻よりも後の時刻である場合は、前記
記憶部から前記第１の画面静止時刻情報で示された時刻に対応する静止画像を取得して表
示する制御を行い、前記第２の画面静止時刻情報で示された時刻が前記第１の画面静止時
刻情報で示された時刻よりも後の時刻である場合は、前記第２の画面静止時刻情報で示さ
れた時刻に対応する静止画像を前記記憶部から取得して表示する制御を行う制御手段とを
有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、複数のユーザ間で全く同じ位置で動画再生の一時停止が可能となり、
コンテンツのシーンの境付近での一時停止であっても、双方で同じ画像が表示される。こ
れにより、全く同じ画像を見ながら、その画像に関する話題で会話できる。
【００１４】
　テープメディア又はディスクメディアであっても、一時停止解除後に、双方で同じ画像
が再生表示され、同じ画像を見ながらその画像に関する話題で会話できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。
【実施例１】
【００１６】
　図１は、本発明の第１実施例の概略構成ブロック図である。映像通信端末１００はユー
ザＡが使用し、映像通信端末３００は、ユーザＢが利用する。テレビカメラ１０５，３０
５はそれぞれ、ユーザＡ，Ｂを撮影する。映像通信端末１００と映像通信端末３００は、
同じ構成と機能を具備するが、ここでは、映像通信端末１００が主体的に動作する例で、
映像通信端末１００，３００の構成と機能を説明する。
【００１７】
　１１０は放送番組受信部であり、一般的なデジタルテレビの構成と同様である。チュー
ナ１１２は、アンテナ１１１からの信号を受信し、受信データの復調と誤り訂正等を行な
い、トランスポートストリーム（ＴＳ）データを出力する。デマルチプレクサ１１３は、
複数チャンネル分の映像音声データおよび字幕文字情報と電子番組データ等が時分割多重
化されているＴＳデータから、所望の映像データ、音声データ及び字幕文字情報等を分離
する。分離された映像データは、ビデオデコーダ１１４へ送られ、復号化される。デマル
チプレクサ１１３で分離された音声データは、不図示の音声デコーダに送られ、不図示の
音声出力部、例えばスピーカに出力される。
【００１８】
　一時記憶メモリ１１５は、ビデオデコーダ１１４の出力する映像データを複数フレーム
分、一時記憶する。ビデオデコーダ１１４の出力する映像データは、一時記憶メモリ１１
５を介して映像合成部１７０に入力する。ビデオデコーダ１１４で復号化された映像デー
タは、映像合成部１７０により表示部１８０で表示される。映像合成部１７０は、一時記
憶メモリ１１５からの映像を表示部１８０において静止画表示することができる。
【００１９】
　ＣＯＤＥＣ１４０は、映像音声データを圧縮し、伸長する。ＣＯＤＥＣ１４０は、テレ
ビカメラ１０５の出力映像を圧縮して、ネットワークコントロールユニット（ＮＣＵ）１
５０に出力する。また、ＮＣＵ１５０から入力される圧縮映像データを伸長する。ＮＣＵ
１５０は、通信回線４００上での接続制御等を行なう。
【００２０】
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　通信回線４００はＩＳＤＮであり、ＮＣＵ１５０は、ＩＴＵによるＨ３２０規格で動作
するよう構成されており、ＣＯＤＥＣ１４０，３４０の出力する映像と、その他の制御コ
マンド等が通信回線４００上を転送可能である。
【００２１】
　制御部１９０は、映像通信端末１００内の各ブロックを適宜制御し、例えば、不図示の
リモコン又は不図示の操作部の操作に従って、放送番組受信部１１０のチャンネル変更等
の制御を行なう。制御部１９０はまた、ＮＣＵ１５０で受信する制御コマンドに従い、放
送番組受信部１１０のチャンネル変更等の制御を行なう。
【００２２】
　映像通信端末３００は、ユーザＢ側に存在する。映像端末３００の構成は、映像通信端
末１００と同様である。ただし、一時記憶メモリ１１５に相当するものは存在しない。
【００２３】
　デジタル放送では、一般的にシステム時刻基準参照値（ＳＣＲ）とプログラム時刻基準
参照値（ＰＣＲ）が放送されており、時間情報の取得と校正が可能となっている。従って
、映像通信端末１００と映像通信端末３００は、同じ時刻を得ることが可能であり、同じ
時刻をベースに動作できる。
【００２４】
　映像通信端末１００、３００の動作を詳細に説明する。映像通信端末１００，３００間
で、回線の接続が完了しているとする。
【００２５】
　ユーザＡがあるチャンネルを選局したとする。制御部１９０は、放送番組受信部１１０
の受信チャンネルとしてそのチャンネルをセットすると同時に、選局コマンドをＣＯＤＥ
Ｃ１４０及びＮＣＵ１５０を介して映像通信端末３００に送信する。映像通信端末３００
の制御部３９０は、選局コマンドをＮＣＵ３５０及びＣＯＤＥＣ部３４０を介して受信し
、放送番組受信部３１０の受信チャンネルを選局コマンドで指定されているチャンネル、
即ち、ユーザＡが選択したチャンネルにセットする。
【００２６】
　映像合成部１７０は、ＣＯＤＥＣ３４０、ＮＣＵ３５０、ＮＣＵ１５０及びＣＯＤＥＣ
１４０を介して受信するテレビカメラ３０５の画像を、放送番組受信部１１０からの映像
に合成し、合成画像を表示部１８０に表示する。この時の表示部１８０の画面例を図２に
示す。映像通信端末３００も同様に動作する。表示部３８０の画面例を図３に示す。
【００２７】
　ここで、ユーザＡが画面静止の操作をしたものとする。すると、映像通信端末１００の
制御部１９０は、現在時刻を識別し、現在時刻に所定時間を付加した時刻を画面静止時刻
として一時記憶する。次に、画面静止コマンドと一時記憶した画面静止時刻を、ＣＯＤＥ
Ｃ１４０及びＮＣＵ１５０を介して映像通信端末３００に出力する。映像通信端末３００
の制御部３９０は、画面静止コマンドと画面静止時刻をＮＣＵ３５０及びＣＯＤＥＣ３４
０を通じて受信する。
【００２８】
　タイミングとして、３つのケースを想定できる。即ち、映像通信端末３００が画面静止
時刻以前に画面静止コマンドを受信し、映像通信端末１００が画面静止時刻以前に画面静
止コマンドの応答を受信した場合（ケース１）と、映像通信端末３００が画面静止時刻以
前に画面静止コマンドを受信し、映像通信端末１００が画面静止時刻以降に画面静止コマ
ンドの応答を受信した場合（ケース２）と、映像通信端末３００が画面静止時刻以降に画
面静止コマンドを受信する場合（ケース３）である。端末３００での画面静止に要する処
理時間を考慮し、端末１００からの画面静止コマンドを受信指定から当該画面静止コマン
ドで指定される画面静止時間までの時間が、端末３００での画面静止の処理時間に満たな
い場合も、ケース３と同様に扱われる。
【００２９】
　ケース１の場合の端末１００，３００間の通信を図４に示す。映像通信端末３００の制
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御部３９０は、受信した画面静止時刻までに時間的余裕があり、画面静止時刻に画面の静
止が可能であるので、画面静止コマンドの応答を、端末３００で画面を静止する時刻、即
ち、受信した画面静止時刻に等しい時刻とともに、ＣＯＤＥＣ３４０はＮＣＵ３５０を介
して映像通信端末１００に送信する。そして、画面静止時刻になると、制御部３９０は、
映像合成部３７０を制御して画面を静止する。一方、映像通信端末１００は、画面静止コ
マンドの応答と端末３００での画面静止時刻を受信し、受信した画面静止時刻に映像合成
部１７０を制御して画面を静止する。
【００３０】
　以上により、端末１００の画面と端末３００の画面でまったく同じ画像を静止できる。
従って、コンテンツのシーンの境付近での一時停止であっても、双方で同じ画像が表示さ
れ、ユーザＡ，Ｂは、同じ画像を見ながら、その画像に関する話題で会話となる。
【００３１】
　ケース２の場合の端末１００，３００間の通信を図５に示す。この場合の映像通信端末
３００の動作はケース１の場合と同じである。
【００３２】
　映像通信端末１００は、画面静止時刻になっても、画面静止コマンドの応答を受信でき
ない場合、映像合成部１７０を制御して画面を静止し、ビデオデコーダ１１４からの映像
データの一時記憶メモリ１１５への記憶を開始する。その後、端末１００は、映像通信端
末３００から画面静止コマンドの応答と画面静止時刻を受信するが、受信した画面静止時
刻が、自身の画面を静止した時刻と同一であるので、ここでは何もしない。
【００３３】
　以上により、端末１００の画面と端末３００の画面で、全く同じ画像を静止でき、ケー
ス１の場合と同様の効果が得られる。
【００３４】
　ケース３の場合の端末１００，３００間の通信を図６に示す。ケース３の場合、映像通
信端末３００の制御部３９０は、受信した画面静止時刻が現在時刻を過ぎているので、た
だちに画面を静止する。そして、制御部３９０は、画面静止コマンドの応答を、端末３０
０で画面を静止した時刻とともに、ＣＯＤＥＣ３４０及びＮＣＵ３５０を介して映像通信
端末１００に出力する。
【００３５】
　映像通信端末１００は、画面静止コマンドの応答と端末３００での画面静止時刻を受信
するが、それが、一時記憶した画面静止時刻を過ぎている。端末１００は、一時記憶した
画面静止時刻になると、映像合成部１７０を制御して画面を静止し、ビデオデコーダ１１
４からの映像データの一時記憶メモリ１１５への記憶を開始する。その後、映像通信端末
３００から画面静止コマンドの応答と端末３００での画面静止時刻を受信すると、制御部
１９０は、映像合成部３７０を制御して、一時記憶メモリ１１５の中の、端末３００での
画面静止時刻に相当する時刻の映像を表示する。
【００３６】
　以上により、ケース１，２の場合と同様に、端末１００の画面と端末３００の画面で全
く同じ画像を静止でき、ケース１，２の場合と可能となる。
【実施例２】
【００３７】
　本発明の第２実施例を説明する。図７は、第２実施例の概略構成ブロック図を示す。図
１に示す実施例と同一の構成要素には同じ符号を付してある。
【００３８】
　映像通信端末１００ａは、基本的に映像通信端末１００と機能に加えて、ビデオカセッ
トレコーダ（ＶＣＲ）１２０を制御し、その再生映像を取り込む機能を具備する。ＶＣＲ
１２０は、カセットテープに録画されたコンテンツを再生する。映像通信端末１００ａの
制御部１９０ａは、ＶＣＲ１２０の再生、停止及び一時停止等を制御できる。これは、公
知の技術、例えば、映像通信端末１００とＶＣＲ１２０を、アメリカ電子電機学会（Ｔｈ
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ｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ
ｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ，　Ｉｎｃ．）により、ＩＥＥＥ１３９４－１９９５規格として
規格化されているＩＥＥＥ１３９４シリアルバスで接続し、映像音声データをアイソクロ
ナスデータとして転送し、ＶＣＲ１２０の制御コマンドをアシンクロナスデータとして転
送することで可能である。１３９４Ｔｒａｄｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（１３９４ＴＡ
）において、ＩＥＥＥ１３９４シリアルバス上で使用する制御コマンド及び制御方式（プ
ロトコル）が規定されており、詳細は、１３９４ＴＡより発行されている「ＡＶ／Ｃ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃｏｍｍａｎｄ　Ｓｅｔ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｓｐｅ
ｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ」、「ＡＶ／Ｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃｏｍｍ
ａｎｄ　Ｓｅｔ　ＶＣＲ　Ｓｕｂｕｎｉｔ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ」等の規格書を
参照されたい。
【００３９】
　制御部１９０ａからの制御コマンドは、ＮＣＵ１５０を通じて外部に送信可能である。
さらに、制御部１９０ａは、ＮＣＵ１５０が受信する制御コマンドに従って、ＶＣＲ１２
０を制御する。一時記憶メモリ１２５は、制御部１９０ａの制御下で、ＶＣＲ１２０の出
力する映像データを一時記憶する。
【００４０】
　映像通信端末３００ａは、映像通信端末３００の機能に加えて、ビデオカセットレコー
ダ（ＶＣＲ）３２０を制御し、その再生映像を取り込む機能を具備する。即ち、映像通信
端末３００ａと映像通信端末１００ａは実質的に同じ機能を具備する。一時記憶メモリ３
２５は、制御部３９０ａの制御下で、ＶＣＲ３２０の出力する映像データを一時記憶する
。
【００４１】
　ＶＣＲ１２０，３２０には、同じコンテンツが録画されているカセットテープがセット
されているものとする。
【００４２】
　映像通信端末１００ａ，３００ａの動作を説明する。映像通信端末１００ａ，３００ａ
間で回線の接続は完了しているとする。
【００４３】
　ユーザＡが、ＶＣＲ１２０を再生する操作をしたものとする。すると、制御部１９０ａ
は、ＶＣＲ１２０を再生状態に制御するとともに、再生コマンドをＣＯＤＥＣ１４０及び
ＮＣＵ１５０を介して映像通信端末３００ａに送信する。映像通信端末３００ａの制御部
３９０ａは、ＮＣＵ３５０及びＣＯＤＥＣ３４０を通じて受信した再生コマンドに従い、
ＶＣＲ３２０を再生状態に制御する。
【００４４】
　映像合成部１７０は、ＣＯＤＥＣ３４０、ＮＣＵ３５０、ＮＣＵ１５０及び１４０を通
じて受信するテレビカメラ３０５の画像を、ＶＣＲ１２０の再生映像上に合成し、表示部
１８０に表示する。この時の表示部１８０の画面例を図８に示す。映像通信端末３００ａ
も同様に動作する。表示部３８０の画面例を図９に示す。
【００４５】
　ここで、ユーザＡがＶＣＲ１２０を一時停止する操作をしたものとする。すると、制御
部１９０ａは、ＶＣＲ１２０を一時停止状態に制御し、ＶＣＲ１２０の一時停止状態のテ
ープ上の位置を識別する。これは、ＡＶ／Ｃコマンドのａｂｓｏｌｕｔｅ　ｔｒａｃｋ　
ｎｕｍｂｅｒコマンドで可能である。そして、制御部１９０ａは、一時停止コマンドと、
ＶＣＲ１２０の一時停止位置を、ＣＯＤＥＣ１４０及びＮＣＵ１５０を介して映像通信端
末３００ａに送信する。
【００４６】
　映像通信端末３００ａの制御部３９０ａは、ＮＣＵ３５０、ＣＯＤＥＣ部３４０を通じ
て一時停止コマンドと一時停止位置を受信し、その一時停止位置でＶＣＲ３２０を一時停
止させる。これは、ＡＶ／Ｃコマンドのａｂｓｏｌｕｔｅ　ｔｒａｃｋ　ｎｕｍｂｅｒコ
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マンドで可能である。
【００４７】
　以上により、ユーザＡ側のＶＣＲ１２０とユーザＢ側のＶＣＲ３２０とを、まったく同
じ位置で一時停止可能となり、第１実施例と同様の効果が得られる。
【００４８】
　以上の説明において、テープ上の一時停止位置を使用したが、コンテンツ内の各フレー
ムにフレームＩＤを付加し、映像通信端末１００ａ，３００ａでそのフレームＩＤを識別
可能に構成した場合、テープ上の位置の代わりにフレームＩＤを使用してもよい。
【００４９】
　つぎに、双方が一時停止中の状態で、ユーザＡがＶＣＲ１２０の再生を指示したとする
。すると、映像通信端末１００ａの制御部１９０ａは、ＶＣＲ１２０を再生状態に制御す
るとともに、再生コマンドをＣＯＤＥＣ１４０及びＮＣＵ１５０を介して、映像通信端末
３００に送信する。端末１００ａは、ＶＣＲ１２０が映像の再生を開始すると、その再生
開始時刻を映像通信端末３００ａに送信する。
【００５０】
　映像通信端末３００ａの制御部３９０ａは、再生コマンドをＮＣＵ３５０及びＣＯＤＥ
Ｃ３４０を介して受信すると、ＶＣＲ３２０を再生状態に制御する。そして、ＶＣＲ３２
０が映像の再生を開始すると、端末３００ａは、再生開始時刻を映像通信端末１００ａに
送信する。
【００５１】
　ＶＣＲ１２０の再生開始時刻がｔ１で、ＶＣＲ３２０の再生開始時刻がｔ２であり、ｔ
１＜ｔ２であるとする。再生開始時刻が早い映像通信端末１００ａは、ＶＣＲ１２０の出
力する映像の一時記憶メモリ１２５への記憶を開始する。そして、ｔ２－ｔ１に相当する
長さの映像を一時記憶メモリ１２５に記憶すると、一時記憶メモリ１２５から映像合成部
１７０への映像信号の読み出しを開始する。以上の動作の様子を、図１０に示す。
【００５２】
　また、ＶＣＲ１２０に比べＶＣＲ３２０の映像再生が早い場合、すなわち、ｔ１＞ｔ２
の場合、再生開始時刻が早い映像通信端末３００が、ＶＣＲ３２０の出力する映像の一時
記憶メモリ３２５への記憶を開始し、そして、ｔ１－ｔ２に相当する長さの映像を一時記
憶メモリ３２５に記憶すると、一時記憶メモリ３２５から映像合成部３７０への映像信号
の読み出しを開始する。以上の動作の様子を、図１１に示す。
【００５３】
　以上により、端末１００ａの画面と端末３００ａの画面で全く同じ画像を表示可能とな
る。
【００５４】
　以上の説明では、ＶＣＲ１２０、３２０がハードディスク記憶装置のように、十分早い
応答性を持つもので構成されている場合、映像通信端末１００ａは一時記憶メモリ１２５
を必要とせず、ｔ２－ｔ１の時間に相当分、再生位置を前方に変更（巻き戻す）すればよ
い。又は、再生開始時刻が遅い映像通信端末３００が、ｔ２－ｔ１の時間に相当分、再生
位置を後方に変更（早送り）すればよい。映像通信端端末３００ａも同様である。
【００５５】
　本実施例では、映像通信端末１００ａと映像通信端末３００ａが放送番組受信部１１０
、３１０から同じ時刻を得ているが、独立行政法人通信総合研究所の運用するＪＪＹ標準
電波により映像通信端末１００ａと映像通信端末３００ａで同じ時刻を得るように構成し
てもよい。
【実施例３】
【００５６】
　本発明の第３実施例を説明する。第３実施例は、第１実施例を以下のように変更したも
のであり、図１２を参照して、変更点のみを説明する。
【００５７】
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　ユーザＡが画面の静止操作をしたものとする。すると、制御部１９０は、映像合成部１
７０を制御して画面を静止し、画面静止コマンドをＣＯＤＥＣ１４０及びＮＣＵ１５０を
介して映像通信端末３００に送信する。そして、映像通信端末１００は、映像通信端末３
００からの応答を待つとともに、ビデオデコーダ１１４からの映像データの一時記憶を開
始する。
【００５８】
　映像通信端末３００の制御部３９０は、画面静止コマンドをＮＣＵ３５０及びＣＯＤＥ
Ｃ部３４０を通じて受信すると、映像合成部３７０を制御して画面を静止し、現在時刻を
識別する。そして、端末３００は、端末３００での画面静止時刻を、画面静止コマンドの
応答とともに、ＣＯＤＥＣ３４０及びＮＣＵ３５０を介して映像通信端末１００に送信す
る。
【００５９】
　映像通信端末１００の制御部１９０は、画面静止コマンドの応答と端末３００の画面静
止時刻をＮＣＵ１５０及びＣＯＤＥＣ１４０を介して受信すると、映像合成部３７０を制
御し、一時記憶中の映像データの中の、端末３００での画面静止時刻に相当する時刻の映
像を表示する。
【００６０】
　以上により、端末１００の画面と端末３００の画面で全く同じ画像を静止でき、第１実
施例と同様の効果が得られる。また、第１実施例に比べ、端末１００のユーザＡによる画
面静止の操作からより短時間で画面が静止し、快適な操作環境が得られる。また、第２実
施例に比べ、映像通信端末１００は、画面静止時刻の一時記憶が不要となり、端末３００
での画面静止時刻との比較も不要になるので、動作が簡単になる。
【実施例４】
【００６１】
　本発明の第４実施例を説明する。図１３は、第４実施例の概略構成ブロック図を示す。
映像通信端末１００ｂ，３００ｂの基本的な構成はそれぞれ、第１実施例の映像通信端末
１００，３００と同じである。一時記憶メモリ３１５は、ビデオデコーダ３１４の出力す
る映像データを複数フレーム分、記憶可能であり、本実施例では、ビデオでコーダ３１４
の出力映像データを常時、一時記憶する。
【００６２】
　ユーザＡが画面静止の操作をしたものとする。このときの端末１００ｂ，３００ｂの動
作を図１４に示す。
【００６３】
　ユーザＡの操作に応じて、映像通信端末１００ｂの制御部１９０ｂは、現在時刻を識別
し、現在時刻に所定時間を付加した時刻を、画面静止時刻として一時記憶する。次に、制
御部１９０ｂは、画面静止コマンドを画面静止時刻とともに、ＣＯＤＥＣ１４０及びＮＣ
Ｕ１５０を介して映像通信端末３００ｂに送信する。そして、端末１００ｂは、映像通信
端末３００ｂからの応答を待つとともに、ビデオデコーダ１１４の出力映像データの、一
時記憶メモリ１１５への一時記憶を開始する。
【００６４】
　映像通信端末３００ｂの制御部３９０ｂは、画面静止コマンドをＮＣＵ３５０及びＣＯ
ＤＥＣ３４０を介して受信すると、映像合成部３７０を制御し、一時記憶メモリ３１５に
記憶される映像の中の、画面静止時刻の映像を読み出して表示する。制御部３９０ｂは、
画面静止コマンドの応答を、端末３００ｂでの画面静止時刻、即ち、端末１００から送信
された画面静止時刻とともに、ＣＯＤＥＣ３４０及びＮＣＵ３５０を介して映像通信端末
１００ｂに送信する。
【００６５】
　映像通信端末１００ｂは、映像通信端末３００ｂから画面静止コマンドの応答と端末３
０９０ｂでの画面静止時刻を受信する。受信した画面静止時刻は、端末１００ｂでの画面
静止時刻と同一であるので、この時点で、端末１００ｂは何もしない。
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【００６６】
　以上により、端末１００ｂの画面と端末３００ｂの画面で全く同じ画像を静止でき、可
第３実施例と同様の効果が得られる。また、第３実施例に比べ、ユーザＡの画面静止操作
からより短時間で画面が静止し、快適な操作環境が得られる。
【実施例５】
【００６７】
　本発明の第５実施例を説明する。第５実施例の構成は、第３実施例の構成とほぼ同じで
ある。以下、第３実施例に対する変更点を説明する。
【００６８】
　ユーザＡが画面の静止操作をしたものとする。このときの端末１００，３００の動作を
図１５に示す。
【００６９】
　この操作に応じて、制御部１９０は、現在時刻を識別し、画面を静止し、画面静止コマ
ンドと識別時刻をＣＯＤＥＣ１４０及びＮＣＵ１５０を介して映像通信端末３００に送信
する。そして、映像通信端末１００は、映像通信端末３００からの応答を待つとともに、
ビデオデコーダ１１４からの映像データを、一定時間間隔、ここでは１００ｍｓ毎に一時
記憶メモリ１１５に記憶する。ここで、一時記憶メモリ１１５への一時記憶の時間間隔１
００ｍｓは、映像通信端末１００と映像通信端末３００とで予め決められている。
【００７０】
　映像通信端末３００の制御部３９０は、画面静止コマンドと時刻をＮＣＵ３５０及びＣ
ＯＤＥＣ部３４０を介して受信する。そして、制御部３９０は、現在時刻が受信時刻＋（
１００ｍｓの整数倍）になると、映像合成部３７０を制御して画面を静止する。そして、
画面静止コマンドの応答を、端末３００での画面静止時刻とともに、ＣＯＤＥＣ部３４０
及びＮＣＵ３５０を介して映像通信端末１００に送信する。
【００７１】
　映像通信端末１００の制御部１９０は、画面静止コマンドの応答と端末３００での画面
静止時刻をＮＣＵ１５０及びＣＯＤＥＣ部１４０を介して受信すると、映像合成部３７０
を制御し、一時記憶メモリ１１５に記憶される映像データの中から、端末３００の画面静
止時刻と同じ時刻の映像を読み出して表示する。
【００７２】
　以上により、端末１００の画面と端末３００の画面で全く同じ画像が静止可能となり、
第１及び第３実施例と同様の効果が得られる。
【００７３】
　第三の実施例に比べ、映像通信端末１００が画面静止コマンドを映像通信端末３００に
出力してからその応答を受信するまでの間、ビデオデコーダ１１４からの映像データを一
定時間間隔、ここでは１００ｍｓで記憶すれば良いので、一時記憶メモリ１１５が小容量
で良い。
【００７４】
　一時記憶メモリ１１５にビデオデコーダ１１４からの映像データを一時記憶する時間間
隔を映像通信端末１００と映像通信端末３００とで予め取り決めておくようにしたが、画
面静止コマンドに付加することで、事前の取り決めは不要になる。画面静止コマンドに、
静止時刻＝ｔ、ｔ＋７５ｍｓ、ｔ＋１５０ｍｓ、ｔ＋２２５ｍｓ、ｔ＋３００ｍｓ、・・
・・・・・のように、一時記憶する時間情報を含め、このような時間情報を受信した映像
通信端末３００が、これらの時間情報のいずれかと合致する時刻で、画面を静止するよう
に構成してもよい。
【００７５】
　別の見方では、このように画面静止コマンドに一時記憶の時間間隔を付加することは、
事前の取り決めに相当するとも理解しうる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
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【図１】本発明の第１実施例の概略構成ブロック図である。
【図２】表示部１８０の画面例である。
【図３】表示部３８０の画面例である。
【図４】第１実施例のケース１の場合の端末１００，３００間の動作例である。
【図５】第１実施例のケース２の場合の端末１００，３００間の動作例である。
【図６】第１実施例のケース３の場合の端末１００，３００間の動作例である。
【図７】第２実施例の概略構成ブロック図である。
【図８】第２実施例の表示部１８０の画面例である。
【図９】第２実施例の表示部３８０の画面例である。
【図１０】端末１００ａ，３００ａ間の動作例である。
【図１１】端末１００ａ，３００ａ間の別の動作例である。
【図１２】第３実施例での端末１００，３００間の動作例である。
【図１３】第４実施例の概略構成ブロック図である。
【図１４】端末１００ｂ，３００ｂの動作例である。
【図１５】第５実施例での端末１００，３００の動作例である。
【符号の説明】
【００７７】
１００，１００ａ，１００ｂ：映像通信端末
１０５：テレビカメラ
１１０：放送番組受信部
１１１：アンテナ
１１２：チューナ
１１３：デマルチプレクサ
１１４：ビデオデコーダ
１１５：一時記憶メモリ
１２０：ＶＣＲ
１２５：一時記憶メモリ
１４０：ＣＯＤＥＣ
１５０：ＮＣＵ
１７０：映像合成部
１８０：表示部
１９０，１９０ａ，１９０ｂ：制御部
３００，３００ａ，３００ｂ：映像通信端末
３０５：テレビカメラ
３１０：放送番組受信部
３１１：アンテナ
３１２：チューナ
３１３：デマルチプレクサ
３１４：ビデオデコーダ
３１５：一時記憶メモリ
３２０：ＶＣＲ
３２５：一時記憶メモリ
３４０：ＣＯＤＥＣ
３５０：ＮＣＵ
３７０：映像合成部
３８０：表示部
３９０，３９０ａ，３９０ｂ：制御部
４００：通信回線
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【図１４】

【図１５】
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